
NO.108 （8）日 高 市 議 会 だ よ り

提
出
さ
れ
た

陳

情

書

議
会
運
営
委
員
会

視
察
研
修
の
報
告

付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

政
務
活
動
費
の
使
途
の
透
明
性

を
よ
り
確
保
す
る
た
め
、
収
支
報

告
書
に
つ
い
て
公
表
し
た
い
と
い

う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
員
提
出
議
案
第
２
号
）

　

�

地
方
自
治
法
第
180
条
の
規
定
に

よ
り
市
長
が
専
決
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
項
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
し
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
決
議
案
第
１
号
）

　

�

田
中
ま
ど
か
議
員
に
対
す
る
議

員
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て

　

田
中
ま
ど
か
議
員
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

に
よ
る
複
数
回
に
及
ぶ
日
高
市
議

会
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
記
述
の

発
信
は
、
日
高
市
議
会
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
違
反
す
る
行
為
で

あ
り
、
議
員
と
し
て
の
資
質
に
欠

け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
田

中
ま
ど
か
議
員
に
対
し
て
議
員
辞

職
を
勧
告
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

第
１
回
定
例
会
に
、
次
の
陳
情

書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
写

し
を
全
議
員
に
配
布
し
ま
し
た
。

（
陳
情
第
11
号
）

　

�

♦
給
食
セ
ン
タ
ー
建
て
替
え
に

関
す
る
陳
情
書

２
月
３
日
㈪　

�
静
岡
県
藤
枝
市

▼�

議
会
運
営
に
つ
い
て
（
予
算
、

決
算
等
の
チ
ェ
ッ
ク
サ
イ
ク

ル
）

　

藤
枝
市
議
会
は
、
議
会
活
動
の

活
性
化
に
向
け
、
新
た
な
視
点
で

議
会
改
革
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

そ
の
成
果
の
一
つ
が
予
算
、
決
算

等
の
チ
ェ
ッ
ク
サ
イ
ク
ル
の
確
立

で
あ
る
。

　

こ
の
サ
イ
ク
ル
で
は
、
市
の
事

業
全
体
を
全
般
的
・
体
系
的
に
捉

え
た
審
査
と
調
査
を
行
う
た
め
に
、

決
算
特
別
委
員
会
で
の
決
算
審
査

結
果
に
、
市
の
全
事
業
の
中
か
ら

抽
出
し
た
主
要
な
事
業
に
つ
い
て

の
評
価
を
加
え
、
こ
の
評
価
に
基

づ
き
、
次
年
度
予
算
編
成
に
向
け

た
市
長
へ
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

同
時
に
、
常
任
委
員
会
に
お
い
て

も
、
決
算
特
別
委
員
会
の
事
業
評

価
を
踏
ま
え
た
常
任
委
員
会
と
し

て
の
提
言
を
市
長
に
対
し
て
行
っ

て
い
る
。
決
算
特
別
委
員
会
の
提

言
が
事
業
評
価
に
基
づ
く
提
言
で

あ
る
の
に
対
し
、
常
任
委
員
会
の

提
言
は
、
政
策
的
課
題
の
提
言
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
決
算
特

別
委
員
会
の
提
言
は
、
予
算
特
別

委
員
会
へ
引
き
継
が
れ
、
予
算
審

査
に
お
い
て
、
決
算
特
別
委
員
会

の
提
言
が
次
年
度
予
算
に
反
映
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
決
算
審
査
で
前
年
度
の

事
業
評
価
を
行
い
、
次
年
度
予
算

に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
サ
イ
ク

ル
の
み
で
は
、
現
年
度
予
算
の
評

価
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
か

ら
、
各
常
任
委
員
会
で
は
、
現
年

度
の
市
長
の
重
点
戦
略
事
業
の
取

組
状
況
や
予
算
執
行
状
況
等
に
つ

い
て
執
行
部
か
ら
報
告
を
受
け
て

チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
予
算
、
決
算
等
の

チ
ェ
ッ
ク
サ
イ
ク
ル
は
、
藤
枝
市

の
行
政
改
革
で
あ
る
「
藤
枝
型
新

公
共
経
営
」
を
推
進
す
る
た
め
の

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
も
組
み
込

ま
れ
て
い
る
。

２
月
４
日
㈫　

�

静
岡
県
袋
井
市

▼�

議
会
運
営
に
つ
い
て
（
議
会
改

革
の
取
り
組
み
）

　

袋
井
市
議
会
で
は
、
平
成
23
年

度
に
議
会
改
革
研
究
会
を
立
ち
上

げ
、
議
会
改
革
に
関
す
る
事
項
と

し
て
、「
議
決
事
件
の
追
加
」、「
議

長
の
任
期
２
年
制
」、「
議
員
間
討

議
」、「
一
般
質
問
に
お
け
る
一
問

一
答
方
式
の
導
入
」、「
代
表
質
問

の
導
入
」、「
常
任
委
員
会
の
あ
り

方
検
討
」、「
議
会
報
告
会
の
開

催
」、「
議
会
基
本
条
例
の
制
定
」、

「
そ
の
他
」
の
項
目
に
つ
い
て
議

長
に
提
言
を
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
議
会
改
革
研
究

会
を
議
会
改
革
特
別
委
員
会
に
格

上
げ
を
し
、
平
成
24
年
度
は
提
言

項
目
の
実
現
に
向
け
た
協
議
を
、

平
成
25
年
度
は
議
会
基
本
条
例
の

素
案
の
作
成
を
、
平
成
26
年
度
は

議
会
基
本
条
例
素
案
の
各
条
項
に

お
け
る
具
体
的
な
運
用
の
検
討
を

行
い
、
こ
れ
ま
で
着
実
に
議
会
改

革
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。

　

中
で
も
、
平
成
27
年
に
制
定
し

た
議
会
基
本
条
例
は
、
袋
井
市
議

会
の
最
高
規
範
と
し
て
、「
議
会

及
び
議
員
の
活
動
原
則
」、「
市
民

と
議
会
と
の
関
係
」、「
議
会
と
市

長
等
と
の
関
係
」、「
議
員
間
討

議
」、「
議
員
の
政
治
倫
理
」
な
ど
、

議
会
の
基
本
的
事
項
を
定
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
条
例
本
文
に
こ
の

条
例
の
見
直
し
手
続
き
を
具
体
的

に
規
定
し
、
条
例
の
目
的
が
達
成

さ
れ
て
い
る
か
の
検
証
を
議
会
運

営
委
員
会
に
お
い
て
２
年
ご
と
に

実
施
し
、
そ
の
検
証
の
結
果
を
受

け
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
適
切
な
措
置
を
速
や
か
に
講

じ
、
条
例
を
改
正
す
る
場
合
は
、

必
ず
本
会
議
に
お
い
て
、
改
正
の

理
由
及
び
背
景
を
詳
し
く
説
明
す

る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に

特
徴
的
で
あ
り
、
議
会
改
革
に
積

極
的
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

袋
井
市
議
会
で
は
、
議
会
基
本

条
例
制
定
の
効
果
を
「
議
会
改
革

に
向
け
た
目
的
が
明
確
・
明
瞭
に

な
り
、
新
た
な
施
策
が
立
案
し

や
す
く
な
っ
た
。」
と
し
て
お
り
、

現
在
で
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
い

て
議
会
改
革
を
よ
り
一
層
推
進
す

る
と
と
も
に
、
次
の
３
つ
の
課
題

の
解
決
に
取
り
組
む
た
め
、
令
和

元
年
６
月
に
議
会
活
性
化
特
別
委

員
会
を
設
置
し
て
い
る
。

①　

重
点
的
な
継
続
課
題

　

予
算
・
決
算
特
別
委
員
会
設
置

②　

時
代
の
変
化
に
よ
る
新
課
題

　

�

若
者
の
政
治
離
れ
、
女
性
の
政

治
参
加

③　

そ
の
他
の
課
題

　

�

議
会
報
告
会
の
あ
り
方（
女
性
・

若
年
層
の
取
り
込
み
）

　

今
後
は
、

議
員
定
数
の

あ
り
方
や
通

年
議
会
に
つ

い
て
、
委
員

間
討
議
の
実

施
を
予
定
し

て
い
る
。


